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法第二章第一条には次のような明文規定がある。
「国王は国家の元首であって、国家権力のすべて
の権利をその一身に統合するものであり、それら
を国王が決定し、この憲法典のなかに盛り込んだ
規定に従って行使する」。明文の規定がない場合
でも、不文の憲法原理として憲法の基礎に君主主
義原理があると考えられている。この君主主義原
理は 19 世紀前半には君主主義原理と立憲主義と
は対立するものであると政府側で捉えられていた
が、その適用や意味内容に変化が生じていったこ
とも指摘された。立憲君主制は 19 世紀において
は普遍的なものであり、普遍性の実現の仕方にお
いてドイツ憲法には特殊性があるということであ
った。
　発題後には、大日本帝国憲法のモデルともなっ
た 19 世紀ドイツ憲法に関してさまざまな角度か
ら活発な質疑応答がなされた。私自身としてはヨ
ハネス・アルトジウスの思想に関心を持つものと
して、自然法理論を基礎とする社会契約としての
憲法制定要求に関する栗城氏の説明から多くの示
唆を受けたことも付記しておきたい。

（文責：豊川慎　聖学院大学大学院アメリカ・ヨ
ーロッパ文化学研究科  博士後期課程）

（2009 年 5 月 11 日、聖学院本部新館 2 階）

【英語一貫教育研究】

An Overview of Japanese Students’
Lives in America

　本年度第一回「英語教育研究会」が、5 月 11
日、聖学院本部新館において開催され、聖学院大
学の Mehran Sabet 先生が、約 1 年間の研究休暇
を過ごしたアメリカ・カリフォルニア州において
実施した調査報告を発表された。参加者は 16 名。
英語による発表の概要は以下の通りである。
　2007 年から 2008 年にかけて 62 万 3805 人の留
学生がアメリカの大学で学んだ。2008 年におけ
るその経済効果は 1 億 5500 万ドルであった。数
ではインド、中国、韓国、日本が上位 4 位までを
占めるが、日本人の留学生数は 3 万 3974 人であ
り、アメリカにおける全留学生の 5.4％に当たる。
　この調査はアメリカで生活する日本人学生の生
活について調べたものである。目的は、1．アメ
リカにおける日本人留学生はどんな問題を抱えて
いるか。2．彼らは困ったとき誰に相談に行くの
か。3．彼らはアメリカでの留学生活にどのくら
い満足しているのか。以上 3 点を明らかにするこ
とである。調査方法はカリフォルニア州内にある
4 つの短期大学のキャンパスにおいて、120 人の
日本人留学生にアンケートに答えてもらい、その
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第 2 回グローバリゼーション研究会

うち 25 人の学生と 5 人のアドバイザー、そして
1 人のカウンセラーに、直接または電話でインタ
ビューをした。
　その結果、日本人留学生が抱える問題の上位
は、「言葉の壁」「カルチャーショック」「勉強方
法がわからない」「社会的な地位やサポートを失
ったと感じる」「勉強が難しい」「不安やストレ
ス、寂しさ」「自己主張・積極性の不足」などで
あった。この結果を踏まえ、出発前に、これらの
問題に対処できるような事前教育および到着後の
ケアを行う必要性が指摘された。
　聖学院大学でも留学生を送り出しており、この
研究が今後の留学生へのケアの参考になることが
期待される。

（文責：斎藤薫　聖学院大学大学院アメリカ・ヨ
ーロッパ文化学研究科  博士後期課程）

（2009 年 5 月 11 日、聖学院本部新館）

【グローバリゼーション研究】

東欧における体制転換の 20年を振り返る
̶チェコ共和国を事例として̶

　2009 年 6 月 5 日、聖学院本部新館 2 階におい
て、本年度第 2 回「グローバリゼーション研究」

研究会が 14 名の参加者の下に開催された。北海
道大学より林忠行教授をお迎えして上記のテーマ
についての発表が行われた。概要は以下の通りで
ある。
　林教授によると、1989 年からの体制変動によ
る東欧諸国の共産党支配体制崩壊から 20 年がた
った現在において、チェコ共和国の政治を事例と
して他の東中欧諸国と比較しながら過去 20 年間
の体制転換を振り返り、整理することが本研究の
目的である。
　はじめに、東欧諸国の政治制度に関して、大統
領制、議会民主制、選挙制度などの確認、そして
その現在と過去の違いを振り返った。
　次に、東中欧諸国（ハンガリー、ポーランド、
チェコ、スロヴァキア）における政党システムの
比較を行い、ハンガリーとその他 3 国の政党シス
テムの違いを以下のように指摘した。ハンガリー
では 1990 年の最初の自由選挙から並立制が採ら
れ、議会では二大政党の傾向が強いが、比例部分
もあるのでそれ以外の政党も一定の議席は確保し
ている。これに対し他の 3 国は、体制変動の過程
でできた連合組織が分裂し、小党分立傾向が強ま
り、その後 4 ～ 7 政党の穏健な多党制に落ち着
いた。しかし、スロヴァキアを除いた 2 国では一
定の範囲内で二大政党化傾向が見られる。
　さらに、チェコの政党システムを、現在の議会

M・サベット聖学院大学教授
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